
令和 3年 3月 18 日 更新

営業時間短縮のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されました。

対象の都府県における緊急事態措置等により、全対象地域内で運営する弊社飲食店舗にも

営業時間短縮の要請がございました。

つきましては、この要請に全面的協力を行うため、以下の通り営業時間の短縮を実施します。

ご来店のお客様へは、ご理解とご協力を頂きますよう、お願い申し上げます。

【　対象店舗及び要請期間　】

東京都からの「営業短縮要請」対象の店舗

令和 3年 1月 8日から 2 月 7日まで

※令和３年 2月８日から３月 7日まで延長

※令和３年３月８日から３月 2１日まで再延長

◆唐揚げ・鳥料理　鳥がし

・短縮営業：ランチ 11:00～15:00(Lo 14:00)・ディナー 17:00～20:00(Lo 19:00)

◆ニュースタンダードカレー 一体感 ( 旧 月乃下 )

・短縮営業：ランチ 11:00～15:00(Lo 14:00)・ディナー 17:00～20:00(Lo 19:00)

　　　　　   デリバリー・テイクアウトのみ 20:00～22:00

◆Strawberry Mania 東京スカイツリータウン・ソラマチ店

・短縮営業：平日 11:00～20:00　土日祝 10:00～20:00

大阪府からの「営業短縮要請」対象の店舗

令和 3年 1月 14 日から 2 月 7日まで

※令和３年 2月８日から 2月 28 日まで延長

※令和３年３月 1日から３月 21日まで大阪市内のみ再延長

◆Strawberry Mania 心斎橋店

・短縮営業：1F 11:00～21:00 物販（テイクアウトのみ）

　　　　　   2F 12:00～19:00(Lo18:30) いちごカフェ

尚、緊急事態宣言の延長により、対象期間に変更が生じる可能性があります。


